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総
務
省
行
政
評
価
機
能
強
化
検
討
会
に
お
け
る
検
察
庁
の
裏
金
問
題
に
つ
い
て
の
調
査
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
二
月
十
七
日
、
原
口
一
博
総
務
大
臣
は
、
総
務
省
行
政
評
価
機
能
強
化
検
討
会
（
以
下
、
「
検
討
会
」
と
い
う
。
）
の

第
一
回
会
合
に
お
い
て
、
「
検
察
の
裏
金
に
つ
い
て
も
全
部
オ
ー
プ
ン
に
し
、
行
政
評
価
す
る
よ
う
省
内
に
指
示
し
た
。
聖
域

な
く
や
る
」
旨
述
べ
、
ま
た
終
了
後
、
記
者
団
に
対
し
「
検
察
に
裏
金
が
あ
る
か
ど
う
か
も
含
め
、
全
省
庁
を
対
象
に
調
査
に

着
手
す
る
。
新
政
権
に
な
り
、
今
ま
で
の
垢
を
全
部
落
と
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
担
当
部
局
に
実
態
調
査
を
指
示
し
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
右
に
つ
き
「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
四
第
一
三
〇
号
）
で
は
、
「
本

年
二
月
十
七
日
に
総
務
大
臣
の
主
宰
に
よ
り
開
催
さ
れ
た
行
政
評
価
機
能
強
化
検
討
会
に
お
い
て
、
行
政
評
価
局
に
よ
る
調
査

を
検
討
中
で
あ
る
テ
ー
マ
の
一
つ
と
し
て
、
『
法
令
遵
守
（
会
計
経
理
の
適
正
化
等
）
』
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
、
国
の
行
政
機
関
全
体
を
対
象
に
、
不
適
正
な
会
計
処
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
等
を
調
査
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
本
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
総
務
省
に
お
い
て
、
調
査
の
実
施
時
期
や
実
施
方
法
等
を
含
め
、
検
討
が
行
わ
れ

る
予
定
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

二
〇
〇
八
年
三
月
二
十
日
付
と
同
月
二
十
一
日
付
の
朝
日
新
聞
の
「
内
部
告
発
」
と
い
う
記
事
に
、
元
大
阪
高
検
公
安
部

長
の
三
井
環
氏
が
実
名
で
検
察
庁
に
お
け
る
調
査
活
動
費
の
裏
金
流
用
を
告
発
し
た
経
緯
に
つ
い
て
書
か
れ
た
記
事
が
掲
載

一



さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
は
、
検
察
庁
組
織
に
お
い
て
、
調
査
活
動
費
が
裏
金
に
さ
れ
、
幹
部
職
員
の
飲
食
費
と
し
て
使
わ
れ

る
等
、
流
用
さ
れ
た
事
実
が
あ
る
旨
書
か
れ
て
い
る
。
「
検
討
会
」
に
お
い
て
、
右
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
様
な
検
察
庁
の
裏

金
問
題
は
い
つ
頃
取
り
上
げ
ら
れ
、
具
体
的
な
検
討
、
検
証
が
な
さ
れ
る
見
通
し
で
あ
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

二

前
自
民
・
公
明
政
権
は
、
検
察
庁
の
裏
金
問
題
を
真
っ
向
か
ら
否
定
し
、
調
査
を
す
る
こ
と
す
ら
必
要
な
い
と
の
ス
タ
ン

ス
で
あ
っ
た
。
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
に
お
い
て
も
、
千
葉
景
子
法
務
大
臣
は
じ
め
法
務
省
政
務
三
役
は
、
検
察
庁
の
裏
金
問
題

に
つ
い
て
調
査
を
す
る
意
向
を
全
く
示
し
て
い
な
い
。
前
文
で
触
れ
た
様
に
、
原
口
大
臣
は
「
検
察
に
裏
金
が
あ
る
か
ど
う

か
も
含
め
、
全
省
庁
を
対
象
に
調
査
に
着
手
す
る
。
新
政
権
に
な
り
、
今
ま
で
の
垢
を
全
部
落
と
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
述
べ
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、
原
口
大
臣
と
し
て
、
検
察
庁
の
裏
金
問
題
に
つ
い
て
ど
の
様
な
見
解
を
有
し
て
い
る
か
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


